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　　は じめに

　 社会福祉 を社会的制度、社会的施策、社会的活動 と考えた場合、その社会福祉が対象 とするも

のは何かと問 うと、「社会的問題」(孝 橋正一)、 「社会問題」(真 田是)、 「生活問題」(一 番ヶ瀬康

子)と い う対象規定が存在する。孝橋正一の社会的問題 と一番 ヶ瀬康子の生活問題 のつなが りに

ついては、以前簡単ではあるが論究 したので、1)こ こでは、社会福祉の対象規定 としての生活問

題 を提起 している論者の系譜を明 らかにするのが企図である。

　 1　 岡村重夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　`

　 ここでは、生活問題規定の論者 を取 り上げる前に、のちに関係す る論者の見解 を見てみる。ま

ず、岡村重夫である。岡村は、社会福祉 を社会制度 とは考えず、個人 と社会制度が結ぶ社会関係

に不調和が生ずる場合に、その社会関係 の不調和を調整す るのが、社会福祉 と規定する。2)岡村

は、 「社会問題」、「生活問題」 とい う言葉 も使 っている。生活問題 を 「生活困難」 と同義に使 っ

ている。生活問題ない し生活困難 と。社会関係の不調和は生活困難 とされ 、社会制度は、専門分

業制度や生活関連施策 と拡げ られ、この専門分業制度や生活関連施策 が、社会成員 の基本的な生

活上の要求 を充足すると。3)社会福祉は 「全国民が…生活上の要求 を充足するために、生活関連

施策を利用、改善するよ うに援助する…」4)と述べている。従来の 自身の社会福祉 の定義 を、生

活 とい う言葉 を持ち込む ことで リニュウアル した と言える。

　 2　 木田徹郎の規定

　 木 田徹郎は、「社会福祉の対象は もちろん 『現実の人びとの社会生活上の問題』 ではあるが、

決 して個々人だけが対象ではない。 それで個人 ・家庭その他小集団 ・施設や企業体 ・学校.病 院

な どの組織集団、地域社会お よび全体社会 とい う分類方法によってもまた問題が分け得 られる」

と述べている。5)また、「人間の社会生活上の問題」6)や 「社会生活問題」7)と い う言 い方 を して

いる。

　 「…対象だる諸問題を、収入不足 とい う貧乏の問題、社会的に認められている適 当な職業がな

い とい う問題、親子関係や夫婦関係の不和 とい う家族問題、心身の病気や障害の問題、非行問題、



教育問題、住宅問題 などのように分けてみると、これは とうてい1つ にまとめることなどできな

いものだ といえよ う」。 「…ひ とつの側面における問題は他のすべての側面にも強い影響が及ぶ こ

とは、人間の精神や身体のどこかにひ とつの故障がお こった場合でも、生活の全体に影響するの

と同 じで、社会福祉事業の対象は、すべて 『生活全体』における問題だと考えるほかないであろ

う」。8)

そ して、 こうした複雑な 「問題の具体的な解決 を、その第一歩か ら計画的に実践 しようとす る

ならば、その問題分析の枠組 を、部分的、具体的な社会体系や生活構造の方向に求めて、諸問題

を、本人 自身にお ける問題の視点、家族、友人、その他身近な集団における問題視点、地域社会、

職業 ・産業等のよ りひ ろい視 点とい う枠組で分析 をすすめてゆくのが、少な くとも、 より専門的

な方法だ といってよかろ う」 と。9)「…ある一つの社会問題についても、(一)階 級、階層 などの

全体的社会関係 、(二)都 市 ・農村 ・スラムな どの地域社会関係 、(三)職 業集団などの組織集団

関係 、(四)友 人 ・近隣その他余暇集団関係、(五)学 校集団関係 、(六)家 族関係、(七)パ ー ソ

ナ リティ関係のよ うな枠組で、その複雑ないろいろな側面か ら分析 をすすめていくことが必要 と

なる」 と述べている。10)

こうした木 田の見解には、実践志向とい うか、問題解決志向が顕著に現れている。また、社会

福祉 が対象 とする社会生活上の問題 は、複雑であるため、諸科学の知識を用いて、分析 して理解

し、計画的対策、処置が取 られなければならないと。

社会生活上の問題 が複雑なのは、現象的にか本質的にかとい う疑問が提出され るが、今 日、社

会福祉は問題解決 の学問であ り、学際科学であるとい う主張に合致する。

3　 小松源助の規定

この木 田の対象規定を継承 していると思われ るのが、小松源助である。小松 は、「社会福祉 は、

現代社会において国民が もっている社会生活上の諸問題に対 して、国民の生存 を保障 していくた

めの一施策」であると述べ、そ うした 「生活上の諸問題が資本主義社会における貧困を基因とす

る社会的原因か ら生み出 されてきている」 とい う。 これが、貧 困を基因とする生活問題で、さら

に、今 日では、その生活問題が資本主義社会の発展 にともなって、量 ・質 ともに拡大 ・深化 をみ

せ てきてい ると、 さらに、そ うした生活問題が、具体的には、「それぞれの状況における複雑な

諸要因のか らみあいによって多様性 と個別性をもってあらわれてくる」 と。11)

その後の版で、小松は、脳卒中後遺症患者のかかえてい る生活問題 として、経済問題、住宅問

題 、家族 問題(家 庭 内不和、離婚問題)、 職業問題、施設入所(単 身者 の問題)が あると述べ て

いる。12)また、ある離婚事例を取 り上げて、生活問題の出現過程を説明 している。その事例での

生活問題 には、①サラ金 問題、②家事問題、③医療(精 神障害)問 題 、④親族(老 親)問 題 、⑤

離婚問題 、⑥児童問題、⑦就労問題 があるとしている。13)

この脳卒中後遺症患者の生活問題 として、説 明されている、5つ の問題は、脳卒中後遺症患者



が一般に抱えている問題である。一般的に、普遍的に。5つ の問題の間の関係 については、言及

されていない。次の離婚事例のかかえる生活問題の うちの7つ 問題に関 しては、時系列に出現 し

てきた問題である。

この7つ の問題について、時系列による列記以外に、構造化や相互関係の構図が示され るべ き

ではないかとの批判が出 され る と思われ る。 しか し、小松は、この構造化や相互関係の構図を示

す とい うところまで、踏み込 まない。 生活問題の中の、 「下位生活問題」 とで も名付け られ る問

題 を確認す るところでとどまる。 そ して、生活問題の解決 に向か って、「下位生活問題 」の直接

的、具体的な解決のために、必要なサー ビスを活用 させるように、援助活動を展開 してい くとす

る。各関係者が提携 して。

小松はまた、「…生活問題は、具体的にはそれぞれの状況において多様 な要因が連鎖的に交互

作用 し合 う関係のなかで個別性 をもって出現 してくる」 と述べている。14)つま り、生活問題 にこ

れ以上の抽象化は必要ないとい うことではないか。個々のケースの生活問題に関 して、 どのよう

な 「下位生活問題」があり、それ らが どのよ うに、交互作用 しているかについては、ソーシャル

ワーカー(援 助者)が 確認すれ ばいいと考えてい ると理解 され る。

小松の 「連鎖的に交互作用 し合 う関係」 とい うのは、木 田の 「…も しわれわれの家庭にその中

のただひとつの問題、例えば職業がない とか、あっても うまく行かないとい う問題がお こると、

実は ともすれば家庭不和、教育、非行、貧困とい うよ うに、つ ぎつ ぎと関連 して他の諸問題 がお

こる可能性がきわめて多い」15)とい う指摘 と合い通 じる。

木田徹郎の 「社会生活問題」や小松源助の 「生活問題」についての考え方 は、以下の 「このよ

うな事例 を見ると、生活困窮 とい う生活問題 に陥 り、生活保護 を受けるに至る経過 と背景 には、

複雑な問題 と経過のあること、またそれが しばしば、長期化 ・深刻化するとい うことを知 るので

ある。 したがって生活保護 は生活保護法に基づ く最低生活保障のための経済給付のみでな く、経

済給付 をとお して、生活困窮 にかかわるいろいろな生活問題についての相談援助が必要 となる。

ここに社会福祉実践の課題があるといえよう」皇6)とい う指摘 に通 じる。

また、高田真治が 「生活 問題 と社会福祉 の機能」 とい うテーマで述べてい る、「…社会福祉は

社会科学的な認識だけではな く、その認識 に基づいて生活問題 を明 らかに し、その問題解決.軽

減 を図るとい う実践科学なのである。すなわち社会福祉 の原理は、生活問題 を明 らかにする側面

と、その問題 を解決 ・軽減する側面の二つの側面が一体 となっていなけれ ばな らないのである」

とい う指摘は、木 田徹郎の社会生活問題 に対する社会福祉の考 え方に通 じる。

木 田の社会問題が現象観察の次元に止 まって しまっていて、本質的認識 に達 していないとの批

判が孝橋正一によってなされているが17)、木田の社会福祉理論はもっと顧み られて もいいのでは

ないか と思 う。現象や機能に注 目するとい う意味で。

また、小松源助の「生活問題 と援助活動」をめぐる考察ももっと検討 されて しかるべきである。
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